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◆ FAX NEWS（PowerPointにて制作）は下記URL総福研ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしていただけます。どうぞご利用下さいませ。◆

◆全国大会まであと1カ月を切りました。総合福祉研究会のTOPページの「研修会」及び会員ページに正式
な全国大会要綱を掲載しております。会員事務所職員様及びご紹介頂いた社会福祉法人様は５名様まで
無料でご参加いただけます。是非とも皆様、１１月６日(金)ホテルグランヴィア和歌山にお誘いあわせの
上ご参加下さい。本年の全国大会はオンラインによるご参加も可能です。

令和３年度の概算要求額は105.4兆円、過去最大に
～このうち厚生労働省の概算要求額は32.9兆円～

◆財務省は7日、令和３(2021)年度予算の各省庁による概算要求について、金額を明示した項目の総額が一般会
計で105兆4,071億円だったと発表しました。20年度の104兆9,998億円を上回り、過去最高となりました。この
ほかに新型コロナウイルスへの対応など金額を示していない｢事項要求｣も多数あります。

このうち厚生労働省の要求額も、過去最高の32兆9,895億円となっています。内容としては「年金･医療など
に係る経費｣、｢義務的経費｣、｢その他の経費(裁量的経費･公共事業関係費)｣について、いずれも今(2020)年度
の当初予算と同額が要求されており、これとは別に今後の重要な課題である｢新型コロナウイルス感染症｣への
対策費のほか、体外受精などの不妊治療を受ける夫婦への助成金の増額、また高齢化に伴う社会保障費の自然
増等について、具体的な金額を示さない項目のみの要求となっています。
｢新型コロナウイルス感染症から国⺠のいのちや生活を守る｣、｢ウィズコロナ時代に対応した社会保障｣を要

求のテーマとし、①ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築、②ウィズ・ポストコロナ時代の雇
用就業機会の確保、③｢新たな日常｣の下での生活支援、という視点で、ポストコロナ時代を⾒据えて、全分野
におけるデジタル化を重点的に推進することを目指した要求となります(参考資料の図表１参照)。

予算要求は前年の８月31日までに内閣に送付することが政令に定められていますが、本年は新型コロナウイ
ルス感染症への対応として、要求期限を１か月遅らせて９月30日とする政令改正をおこなうとともに、概算要
求の段階で予算額を決めず、その仕組みや手続きをできる限り簡素にする決定がされています。

現在も国内では新型コロナの新規感染が収束していないことから今後の対策の規模を決定することが困難で
あり、取組みの具体的な内容や要求額は年末に向け行われる予算編成の過程で決定されます。 (事務局)

◆厚生労働省が10月９日発表した８月の｢毎月勤労統
計調査｣(速報、従業員5人以上)によると、１人当たり
の現金給与総額は27万3,263円と前年同月比で1.3％減
少しました。新型コロナウイルスの感染拡大が鮮明に
なった４月から５カ月連続での減少です。残業代など
を示す所定外給与が1万6,617円と14.0％減ったことが
主な原因です。
現金給与総額を産業別でみると、飲食サービスの下

げ幅が6.2％減と最も大きく、医療、福祉は0.5％の減
少にとどまっています。ちなみに医療、福祉をさらに
就業形態別に見ると、パートタイム労働者が3.1％の
減、一般労働者は0.5％の増となっており、パートタ
イム労働者の労働時間の減少が給与総額の減少につな
がっていると言えます。
８月の労働異動率(入職率と離職率)は、対前年同月

比でそれぞれ0.20ポイント、0.23ポイントの低下とな
っています。５月の入職率が0.66ポイントの低下、離
職率が0.30ポイントの上昇であったことと比較すると
かなり落ち着いたと言えますが、それでも依然として
マイナスとなっています(参考資料の図表２参照)。
◆毎月勤労統計調査は、賃金、労働時間及び雇用の変
動を明らかにすることを目的として実施される調査で
すが、本来は全数を調べなければならない東京都分の
大規模事業所について、平成16(2004)年から抽出調査
にしており、調査結果の実態との乖離が平成30(2018)
年12月に問題化しました。 2004～11年分に関し、推
計値の算出がおおむね完了した旨が、10月１日に報告
されました。貴重なデータであることは間違いありま
せんので、今後は折に触れてご説明させていただきた
いと思います。 (事務局)

◆9月30日に開催された介護給付費分科会で、介護職
員の深刻な人手不足の解消を目指す施策として実施さ
れている介護職員処遇改善加算と特定処遇改善加算の
請求状況が報告されました。集計の方法は、厚生労働
省｢介護給付費等実態統計｣の平成２年４月審査分(平
成２年３月サービス提供分)の特別集計により算出さ
れています。
介護職員処遇改善加算が全体で92.6％の算定率であ

るのに対して、昨年10月から算定が始まった特定処遇
改善加算は、初回の10月サービス提供分で53.8％の算
定率がありましたが、今年の３月サービス提供分でも
59.4％と、算定率の伸びの鈍化が目立っています。
サービスごとに算定率を見ると、かなり格差が大き

く出ています。例えば介護老人福祉施設(特別養護老
人ホーム)は84.9％、短期入所生活介護が81.0％、地
域密着型介護老人福祉施設が80.7％、介護老人保健施
設が75.0％、特定施設が76.6％と、施設系が高い一方
で、在宅系サービスでは低い結果となっています。ま
た、施設系でも介護療養型医療施設は29.1％と、各サ
ービス中最も低くなっています。
特定処遇改善加算は現場を牽引するリーダー級の人

材の給与水準を他産業と遜色ないレベルとするため、
勤続10年以上の介護福祉士などの賃上げを重視してい
る点が特徴です。ただ条件が多く、算定方法もグルー
プ分けがあること等から、｢制度が複雑で分かりにく
い｣、｢職種間、職員間で不公平が生じる｣などの困惑
の声も聞こえます。
諸々の課題や意見は有るでしょうが、せっかくの制

度ですので、職員の資格制度や確保対策などに有効に
活用することをお勧めします。 (事務局)

特定処遇改善加算、伸び悩み
～今年3月の算定率は59.4％～

労働異動率、依然として低率
～毎月勤労統計調査(８月速報)が公表されました～



◆図表１ 令和３年度厚生労働省予算概算要求における重点要求
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資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査令和2年8月分結果速報」から作成

資料：厚生労働省「平成25年～平成29年人口動態保健所・市区町村別統計の概況」から作成
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◆図表２ 労働異動率（入職率と離職率）
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